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規 則 

 

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 十 二 月 五 日  

                            三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 六 十 九 号  

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 条 例 第 五 十 三 号 ） の 施

行 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

第 二 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ り 一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ る 場 合

に お い て は 、 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 三 号 ） 第 十 七 条 第 一 項 中 「 職 務

の 級 が 十 級 以 下 の 者 」 と あ る の は 「 内 閣 総 理 大 臣 等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 及 び 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七

年 三 重 県 条 例 第 三 十 九 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旅 費 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 規 則 で 定 め る

経 過 措 置 に つ い て 、 旅 費 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 規 定

は 、 旅 費 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 及 び 同 日 前 に 出 発 し 、 か つ 同 日 以 後 に 完 了 す る 旅 行 の う ち 同 日 以

後 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て 適 用 し 、 当 該 旅 行 の う ち 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る も の と す る 。  

 

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 十 二 月 五 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 七 十 号  

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 用 語 ）   

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 条 例 に お い

て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

第 二 条  削 除  

（ 条 例 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 等 ）  （ 兼 務 職 員 の 旅 費 ）  

第 三 条  条 例 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

第 三 条  条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 で 他 の 職 務 を

兼 ね る 者 が 、 そ の 兼 ね る 職 務 に よ つ て 旅 行 し た 場 合 に

は 、 当 該 職 務 相 当 の 旅 費 を 支 給 す る も の と す る 。  

一  旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 第

六 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行 業 者  

 

二  鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 第 十

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄 道 運 送 事 業 者 及 び 軌 道 法

（ 大 正 十 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第 四 条 に 規 定 す る 軌 道

経 営 者  

 

三  海 上 運 送 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 七 号 ） 第

二 十 三 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 者  

 

四  航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ） 第 二

条 第 十 八 項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事 業 を 経 営 す る 者  

 

五  道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第  
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九 条 第 七 項 第 三 号 に 規 定 す る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送

事 業 者  
六  旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 館 業 を 営 む 者  

 
七  貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 八 十 三

号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事

業 者 及 び 貨 物 利 用 運 送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 八 十

二 号 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 貨 物 利 用 運 送 事

業 者  

 

八  割 賦 販 売 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 五 十 九 号 ） 第

三 十 一 条 に 規 定 す る 登 録 包 括 信 用 購 入 あ つ せ ん 業

者 （ 県 と の 契 約 に よ り カ ー ド 等 （ 同 法 第 二 条 第 三 項

第 一 号 に 規 定 す る カ ー ド 等 を い う 。 次 項 に お い て 同

じ 。 ） を 前 各 号 に 掲 げ る 者 が 提 供 す る 役 務 そ の 他 の

旅 行 に 係 る 役 務 の 対 価 の 支 払 の み の た め に 旅 行 者

に 提 供 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

 

２  条 例 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、

役 務 及 び カ ー ド 等 と す る 。  

 

（ 旅 行 命 令 等 の 変 更 を 受 け た 場 合 等 に お け る 旅 費 ）  （ 旅 行 取 消 等 の 場 合 に お け る 旅 費 ）  

第 四 条  条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

第 四 条  

一  条 例 第 三 条 第 二 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費

の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 が 、 傷 病 そ の 他 や む

を 得 な い 事 情 に よ り 旅 行 を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と

き 。  

 

二  条 例 第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が

で き る 職 員 が そ の 家 族 の 旅 行 に つ い て 条 例 第 十 六

条 、 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に 基 づ く 旅

費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 で あ つ て 、 当 該

家 族 が 死 亡 又 は 傷 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ

り 旅 行 を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 。  

 

２  条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、

次 の 各 号 に 規 定 す る 金 額 と す る 。  

条 例 第 三 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費

の 額 は 、 次 の 各 号 に 規 定 す る 額 と す る 。  

一  鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族

移 転 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分 を 含 む 。 ） に つ

い て は 、 条 例 第 九 条 第 一 項 各 号 、 第 十 条 第 一 項 各 号 、

第 十 一 条 第 一 項 各 号 及 び 第 十 二 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 各 費 用 に つ い て 、 当 該 各 条 及 び 条 例 第 六 条 の 規

定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 で 所 要 の 払

戻 手 続 を と つ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ

と が で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と つ た に も

か か わ ら ず な お 支 払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該

各 費 用 ご と の い ず れ か 少 な い 額 の 合 計 額  

一  鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 若 し く は 車 賃 と し て 又 は ホ

テ ル 、 旅 館 そ の 他 の 宿 泊 施 設 の 利 用 を 予 約 す る た め

支 払 つ た 金 額 で 、 所 要 の 払 い も ど し 手 続 を と つ た に

も か か わ ら ず 、 払 い も ど し を 受 け る こ と が で き な か

つ た 額 。 た だ し 、 そ の 額 は 、 そ の 支 給 を 受 け る 者 が 、

当 該 旅 行 に つ い て 条 例 に よ り 支 給 を 受 け る こ と が

で き た 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 車 賃 又 は 宿 泊 料 の 額

を そ れ ぞ れ こ え る こ と が で き な い 。  

二  宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 着 後 滞 在 費 （ 宿 泊

手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 家 族 移 転 費 （ 宿

泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 当 該

各 種 目 に つ い て 条 例 第 十 三 条 、 第 十 四 条 、 第 十 六 条 、

第 十 七 条 及 び 第 十 八 条 第 一 項 並 び に 条 例 第 六 条 の

規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 で 所 要 の

二  赴 任 に 伴 う 住 所 又 は 居 所 の 移 転 の た め 支 払 つ た

金 額 で 、 当 該 旅 行 に つ い て 条 例 に よ り 支 給 を 受 け る

こ と が で き た 移 転 料 の 額 の 三 分 の 一 に 相 当 す る 額

の 範 囲 内 の 額  
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払 戻 手 続 を と つ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る

こ と が で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と つ た に

も か か わ ら ず な お 支 払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当

該 各 種 目 ご と の い ず れ か 少 な い 額 の 合 計 額  

三  前 二 号 に 掲 げ る 金 額 の ほ か 、 手 数 料 そ の 他 の 旅 行

命 令 等 の 変 更 等 に 伴 い 支 給 す る 必 要 が あ る も の と

し て 旅 行 命 令 権 者 が 認 め た 額  

 

（ 旅 費 額 を 喪 失 し た 場 合 に お け る 旅 費 ）  （ 旅 費 喪 失 の 場 合 に お け る 旅 費 ）  

第 五 条  条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 情

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 情 と す る 。  

第 五 条   

一  交 通 事 故 そ の 他 の 条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る

者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 情  

 

二  前 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 旅 費 の 支 給 を 受 け

る こ と が で き る 場 合 に お け る 当 該 家 族 の 旅 行 中 の

天 災 又 は 交 通 事 故 そ の 他 の 当 該 職 員 若 し く は 家 族

の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 情  

 

２  条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 金 額 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 金 額 と す る 。  

条 例 第 三 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費

の 額 は 、 次 の 各 号 に 規 定 す る 額 と す る 。 た だ し 、 そ の

額 は 、 現 に 喪 失 し た 旅 費 額 を こ え る こ と が で き な い 。  

一  現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 （ 交 通 手 段 を 利 用 す る た

め の 乗 車 券 、 乗 船 券 、 航 空 券 等 で 当 該 旅 行 に つ い て

購 入 し た も の を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 全 部

を 喪 失 し た 場 合 に は 、 そ の 喪 失 し た 時 以 後 の 旅 行 を

完 了 す る た め 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 す る こ と が で

き る 額  

一  現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 （ 交 通 機 関 を 利 用 す る た

め の 乗 車 券 、 乗 船 券 等 の 切 符 類 で 当 該 旅 行 に つ い て

購 入 し た も の （ 以 下 「 切 符 類 」 と い う 。 ） を 含 む 。

以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 ） の 全 部 を 喪 失 し た 場 合 に

は 、 そ の 喪 失 し た 時 以 後 の 旅 行 を 完 了 す る た め 条 例

の 規 定 に よ り 支 給 す る こ と が で き る 額  

二  現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 の 一 部 を 喪 失 し た 場 合

に は 、 前 号 に 規 定 す る 額 か ら 喪 失 を 免 れ た 旅 費 額 を

差 し 引 い た 額  

二  現 に 所 持 し て い る 旅 費 額 の 一 部 を 喪 失 し た 場 合

に は 、 前 号 に 規 定 す る 額 か ら 喪 失 を 免 が れ た 旅 費 額

（ 切 符 類 に つ い て は 、 購 入 金 額 の う ち 、 未 使 用 部 分

に 相 当 す る 金 額 ） を 差 し 引 い た 額  

（ 旅 行 命 令 等 ）  （ 旅 行 命 令 等 ）  

第 六 条  条 例 第 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 旅 行

命 令 等 を 発 し 、 又 は 変 更 す る 場 合 に は 、 旅 行 命 令 権 者

は 条 例 第 六 条 そ の 他 旅 費 の 計 算 に 関 す る 規 定 の 趣 旨

に 合 致 し て 旅 行 が 行 わ れ る よ う 留 意 す る も の と す る 。  

第 六 条  条 例 第 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 旅 行

命 令 等 を 発 し 、 又 は 変 更 す る 場 合 に は 、 旅 行 命 令 権 者

は 条 例 第 七 条 及 び 第 八 条 そ の 他 旅 費 の 計 算 に 関 す る

規 定 の 趣 旨 に 合 致 し て 旅 行 が 行 な わ れ る よ う 留 意 す

る も の と す る 。  

（ 旅 行 命 令 書 等 の 記 載 事 項 又 は 記 録 事 項 ）  （ 旅 行 命 令 書 等 の 記 載 事 項 及 び 様 式 ）  

第 七 条  条 例 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項

は 、 発 令 年 月 日 、 所 属 名 、 旅 行 者 氏 名 、 出 発 地 、 用 務 、

用 務 先 、 帰 着 地 及 び 旅 行 期 間 と す る 。  

第 七 条  条 例 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 （ 依 頼 ）

書 の 記 載 事 項 及 び 様 式 は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と す

る 。  

（ 旅 行 命 令 等 の 変 更 の 申 請 ）  （ 旅 行 命 令 等 の 変 更 の 申 請 ）  

第 八 条  旅 行 者 は 、 条 例 第 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定

に よ り 旅 行 命 令 等 の 変 更 の 申 請 を す る 場 合 に は 、 そ の

変 更 の 必 要 を 証 明 す る に 足 る 資 料 を 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 七 条 の 二  旅 行 者 が 、 条 例 第 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の

規 定 に よ り 旅 行 命 令 等 の 変 更 の 申 請 を す る 場 合 に は 、

そ の 変 更 の 必 要 を 証 明 す る に 足 る 書 類 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

 （ 路 程 の 計 算 ）  

 第 八 条  条 例 第 六 条 に 規 定 す る 旅 費 の 計 算 上 必 要 な 路 程

の 計 算 は 、 次 の 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号 に 掲 げ る も の に

よ り 行 な う も の と す る 。  

 一  鉄 道  鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二

号 ） 第 十 六 条 の 鉄 道 運 送 事 業 者 の 運 賃 の 算 出 の 基 礎
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と な つ た 路 程  

 二  水 路  海 上 運 送 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 七

号 ） 第 八 条 の 舶 舶 運 送 事 業 を 営 む 者 の 運 賃 の 算 出 の

基 礎 と な つ た 路 程 又 は 実 測 そ の 他 信 頼 す る に 足 る

方 法 に よ り 計 測 さ れ た 路 程  

 三  陸 路  道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三

号 ） 第 二 条 第 三 項 の 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 及 び 軌 道 法 （ 大 正 十 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第 四 条 の

軌 道 経 営 者 の 運 賃 の 算 出 の 基 礎 と な つ た 路 程 又 は

実 測 そ の 他 信 頼 す る に 足 る 方 法 に よ り 計 測 さ れ た

路 程  

 ２  前 項 の 規 定 に よ り 路 程 を 計 算 し 難 い 場 合 に は 、 同 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 旅 行 命 令 権 者 は 、 別 に 路 程 を 計

算 す る こ と が で き る 。  

（ 請 求 書 及 び 必 要 な 資 料 の 種 類 、 記 載 事 項 等 ）  （ 旅 費 請 求 書 の 種 類 、 記 載 事 項 及 び 様 式 ）  

第 九 条  条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 請 求

書 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  
第 九 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 費 請 求 書 の 種

類 、 記 載 事 項 及 び 様 式 は 、 次 の 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号

に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

一  次 号 か ら 第 五 号 ま で に 規 定 す る 旅 費 以 外 の 旅 費

を 請 求 す る 場 合 に は 、 出 張 旅 費 精 算 請 求 書 又 は 出 張

旅 費 概 算 請 求 書  

一  第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 旅 費 以 外 の 旅 費 を 請

求 す る 場 合 に は 、 第 二 号 様 式 に よ る 旅 費 請 求 書 。 た

だ し 、 概 算 払 に 係 る 旅 費 を 精 算 す る 場 合 で あ つ て 、

当 該 精 算 額 が 概 算 払 に 係 る 旅 費 の 額 と 同 一 で あ る

と き に は 、 第 一 号 様 式 に よ る 概 算 払 精 算 書  

二  条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 赴 任 に 係 る 旅 費 又

は 同 条 第 二 項 第 一 号 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り

転 居 費 、 着 後 滞 在 費 、 家 族 移 転 費 若 し く は こ れ ら に

相 当 す る も の が 含 ま れ る 旅 費 を 請 求 す る 場 合 に は 、

赴 任 旅 費 精 算 請 求 書 又 は 赴 任 旅 費 概 算 請 求 書  

二  条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 赴 任 に 係 る 旅 費 及

び 条 例 第 二 十 四 条 （ 条 例 の 他 の 条 文 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 扶 養 親 族 移 転 料 を 請 求

す る 場 合 に は 、 第 三 号 様 式 に よ る 旅 費 請 求 書  

三  条 例 第 三 条 第 二 項 （ 同 項 第 一 号 を 除 く 。 ） に 係 る

旅 費 を 請 求 す る 場 合 に は 、 死 亡 時 旅 費 請 求 書  

 

四  条 例 第 三 条 第 六 項 に 係 る 旅 費 を 請 求 す る 場 合 に

は 、 旅 費 損 失 請 求 書  

 

五  条 例 第 三 条 第 七 項 に 係 る 旅 費 を 請 求 す る 場 合 に

は 、 旅 費 喪 失 請 求 書  

 

六  条 例 第 三 条 第 八 項 に 係 る 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を

請 求 す る 場 合 に は 、 当 該 金 額 に 係 る 旅 費 に 応 じ た 前

各 号 に 掲 げ る 請 求 書  

 

２  条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 必 要 な 資

料 の 種 類 は 、 別 表 第 一 の と お り と す る 。 た だ し 、 旅 行

役 務 提 供 者 が 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 請 求 す る 場 合 に

は 、 第 四 項 に 規 定 す る 請 求 書 に 相 当 す る も の を も つ

て 、 同 表 に 規 定 す る 額 を 証 明 す る に 足 る 資 料 又 は そ の

支 払 を 証 明 す る に 足 る 資 料 に 代 え る こ と が で き る 。  

２  条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 費 請 求 書 に 添 付 す

べ き 書 類 は 、 前 項 各 号 様 式 の 備 考 に 掲 げ る 書 類 と す

る 。  

３  条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 記 載 事 項

（ 記 録 事 項 を 含 む 。 次 項 、 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 に お

い て 同 じ 。 ） は 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 請 求 書 の 区

分 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 事 項 及 び 別 表

第 三 の 上 欄 に 掲 げ る 種 目 の 区 分 ご と に そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 

４  旅 行 役 務 提 供 者 が 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 請 求 す る 場  

令和7年12月5日 三　重　県　公　報 号　　外

5



合 に お い て 、 別 表 第 二 中 「 請 求 者 」 と あ る の は 、 「 旅

行 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

前 項 で 定 め る 記 載 事 項 に 準 ず る 内 容 が 記 載 又 は 記 録

さ れ 、 か つ 、 支 出 命 令 権 者 が 認 め た 請 求 書 に 相 当 す る

も の （ 請 求 す る 者 の 名 称 又 は 氏 名 及 び 住 所 が 記 載 さ れ

た も の に 限 る 。 ） を も つ て 、 第 一 項 第 六 号 に 掲 げ る 請

求 書 に 代 え る こ と が で き る 。  

５  旅 行 命 令 権 者 及 び 支 出 命 令 権 者 は 、 旅 行 者 又 は 旅 行

役 務 提 供 者 が 請 求 書 を 提 出 し た 場 合 に は 、 そ の 請 求 内

容 が 適 切 で あ る か を 確 認 す る も の と す る 。  

 

６  前 項 の 場 合 に お い て 、 請 求 書 を 提 出 し た 者 が 旅 行 役

務 提 供 者 で あ る と き は 、 旅 行 命 令 権 者 及 び 支 出 命 令 権

者 は 、 旅 行 者 に 対 し て 必 要 な 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求

め る こ と が で き る 。  

 

７  支 出 命 令 権 者 は 、 旅 費 を 支 給 し 、 又 は 旅 費 に 相 当 す

る 金 額 を 支 払 つ た 場 合 に は 、 請 求 書 に 支 給 先 又 は 支 払

先 及 び 支 給 年 月 日 又 は 支 払 年 月 日 を 記 載 又 は 記 録 す

る も の と す る 。  

 

８  条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 請 求 書 又 は 資 料 が 電 磁

的 記 録 で 作 成 さ れ て い る と き は 、 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術

を 利 用 す る 方 法 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を も つ

て 提 出 す る こ と が で き る 。  

 

９  前 項 の 規 定 に よ り 請 求 書 又 は 資 料 の 提 出 が 電 磁 的 方

法 に よ り 行 わ れ た と き は 、 支 出 命 令 権 者 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記 録 が な さ れ

た 時 に 当 該 請 求 書 又 は 資 料 を 提 出 し た も の と み な す 。  

 

（ 旅 費 の 精 算 に 係 る 期 間 ）  （ 旅 費 の 請 求 手 続 ）  

第 十 条  条 例 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 規 則 で 定 め る 条

例 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 や む を 得 な い 事 情

の た め 旅 行 命 令 権 者 の 承 認 を 得 た 場 合 を 除 く ほ か 、 旅

行 を 完 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 二 週 間 と す る 。  

第 十 条  条 例 第 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 期 間

は 、 三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九

号 ） 又 は 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三

重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  条 例 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 規 則 で 定 め る 条 例 第

七 条 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 精 算 に よ る 過 払 金 の 返

納 の 告 知 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 二 週 間 と す る 。  

２  条 例 第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 は 、 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十

七 号 ） 及 び 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三

十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） に 規 定 す る 給 料 及 び 手 当 （ 期

末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 を 除 く 。 ） 又 は こ れ ら に 相 当 す る

給 与 と す る 。  

（ 給 与 の 種 類 ）   

第 十 一 条  条 例 第 七 条 第 五 項 及 び 第 二 十 五 条 第 三 項 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 給 与 の 種 類 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 公 立 学

校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第

十 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 」

と い う 。 ） に 規 定 す る 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 単

身 赴 任 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 夜 間 勤

務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 管 理 職 手 当 、 管 理 職 員 特 別 勤 務

手 当 、 初 任 給 調 整 手 当 、 特 殊 勤 務 手 当 、 特 地 勤 務 手 当

（ 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 手 当 を 含

 

令和7年12月5日 三　重　県　公　報 号　　外

6



む 。 ） 、 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 、 給 料 の 調 整 額 、 教 職

調 整 額 、 へ き 地 手 当 （ 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 第 十 七 条

の 十 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。 ） 、 定 時 制 通 信 教 育 手

当 、 産 業 教 育 手 当 及 び 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 又 は こ

れ ら に 相 当 す る 給 与 と す る 。  

 （ 証 人 等 の 旅 費 ）  

 第 十 一 条  条 例 第 十 四 条 に 規 定 す る 条 例 第 三 条 第 四 項 又

は 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 行 す る 者 に 支 給 す る 旅 費 は 、

関 係 行 政 機 関 の 職 員 に つ い て は そ の 職 に お い て 受 け

る こ と の で き る 旅 費 と し 、 そ の 他 の 者 に つ い て は 一 般

職 に 属 す る 職 員 の 例 に よ り 計 算 し た 旅 費 と す る 。 た だ

し 、 旅 行 の 性 質 、 用 務 の 内 容 等 を 考 慮 し 旅 行 命 令 権 者

が 任 命 権 者 の 承 認 を 得 た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ 鉄 道 賃 に 係 る 鉄 道 ）  （ 急 行 料 金 ）  

第 十 二 条  条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も

の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 十 二 条  条 例 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 急 行 料 金 の 支

給 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る 基 準 に よ る 。  

一  鉄 道 事 業 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄 道 事 業 の

用 に 供 す る 鉄 道 に 類 す る も の  
一  急 行 料 金 は 、 一 の 急 行 券 の 有 効 区 間 ご と に 計 算 す

る 。  

二  軌 道 法 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 軌 道 に 類 す る も

の  

二  特 別 急 行 列 車 を 運 行 す る 線 路 に よ る 旅 行 の 場 合

に あ つ て は 特 別 急 行 料 金 を 、 普 通 急 行 列 車 を 運 行 す

る 線 路 に よ る 旅 行 の 場 合 に あ つ て は 普 通 急 行 料 金

を 支 給 す る 。  

（ 船 賃 に 係 る 船 舶 ）   

第 十 三 条  条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も

の は 、 海 上 運 送 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事

業 の 用 に 供 す る 船 舶 に 類 す る も の と す る 。  

 

（ 航 空 賃 に 係 る 航 空 機 ）   

第 十 四 条  条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

も の は 、 航 空 法 第 二 条 第 十 八 項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事

業 の 用 に 供 す る 航 空 機 に 類 す る も の と す る 。  

 

（ 航 空 機 の 利 用 ）  

第 十 五 条  条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 航 空 賃 は 、 任

命 権 者 が 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い

事 情 に よ り 最 も 経 済 的 な 通 常 の 経 路 又 は 方 法 に よ つ

て 旅 行 し 難 い と 認 め 、 航 空 機 の 利 用 を 許 可 し た 場 合 に

限 り 支 給 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 航 空 賃 ）  

第 十 三 条  条 例 第 十 七 条 に 規 定 す る 航 空 賃 は 、 任 命 権 者

が 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に

よ り 最 も 経 済 的 な 通 常 の 経 路 又 は 方 法 に よ つ て 旅 行

し 難 い と 認 め 、 航 空 機 の 利 用 を 許 可 し た 場 合 に 限 り 支

給 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ そ の 他 の 交 通 費 ）   

第 十 六 条  条 例 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

額 は 、 一 キ ロ メ ー ト ル あ た り 二 十 三 円 と す る 。  

 

（ 宿 泊 費 基 準 額 等 ）   

第 十 七 条  条 例 第 十 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 額 は 、

国 家 公 務 員 等 の 旅 費 支 給 規 程 （ 昭 和 二 十 五 年 大 蔵 省 令

第 四 十 五 号 。 次 条 に お い て 「 旅 費 省 令 」 と い う 。 ） 別

表 第 二 の 一 の 表 の 区 分 の 欄 に 掲 げ る 地 域 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 職 務 の 級 が 十 級 以 下 の 者 の 欄 に 掲 げ る 額

と す る 。  

 

２  条 例 第 十 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。  

 

 一  全 国 会 議 、 ブ ロ ッ ク 会 議 、 研 修 等 に 参 加 す る 場 合

で 、 宿 泊 施 設 の 指 定 （ 旅 行 者 に 選 択 の 余 地 が な い 場
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合 に 限 る 。 ） を 受 け て 旅 行 す る 場 合  

 二  被 随 行 者 と 同 じ 宿 泊 施 設 に 宿 泊 す る 必 要 が あ る 場   

  合  

 

 三  用 務 の た め の 書 類 や 物 品 等 が 多 く 、 移 動 が 困 難 な

た め 、 目 的 地 の 近 く に 宿 泊 す る 必 要 が あ る 場 合  

 

四  目 的 地 と 宿 泊 地 と の 移 動 に 相 当 の 時 間 を 要 す る

た め 、 目 的 地 の 近 く に 宿 泊 す る 必 要 が あ る 場 合  

 

 五  災 害 時 な ど 緊 急 用 務 で 宿 泊 す る 必 要 が あ る 場 合   

 六  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 当 該 宿 泊 に 要 す る 費

用 の 額 を 支 給 す る 必 要 が あ る も の と し て 任 命 権 者 が

認 め た 場 合  

 

（ 宿 泊 手 当 の 定 額 等 ）   

第 十 八 条  条 例 第 十 五 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 一 夜 当

た り の 定 額 は 、 旅 費 省 令 別 表 第 三 の 一 の 表 に 掲 げ る 額

と す る 。  

 

２  宿 泊 手 当 の 額 は 、 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 宿 泊

費 又 は 包 括 宿 泊 費 に つ い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 す る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 号

に 掲 げ る 額 と す る 。  

 

一  朝 食 又 は 夕 食 に 係 る 費 用 の い ず れ か に 相 当 す る

も の が 含 ま れ る 場 合  前 項 で 定 め る 定 額 の 三 分 の

二 の 額  

 

二  朝 食 及 び 夕 食 に 係 る 費 用 に 相 当 す る も の が 含 ま

れ る 場 合  前 項 で 定 め る 定 額 の 三 分 の 一 の 額  

 

３  移 動 中 に 宿 泊 す る 場 合 の 宿 泊 手 当 の 額 は 、 前 二 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 旅 費 省 令 別 表 第 三 の 一 の 表 に 掲 げ

る 額 と す る 。 た だ し 、 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 鉄

道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 又 は そ の 他 の 交 通 費 （ 包 括 宿 泊 費

及 び 家 族 移 転 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る も の を 含

む 。 ） に 食 費 に 相 当 す る も の が 含 ま れ る 場 合 は 、 当 該

額 の 三 分 の 一 の 額 と す る 。  

 

４  旅 行 者 が 、 旅 行 中 自 宅 （ 住 所 又 は 居 所 若 し く は こ れ

に 相 当 す る 場 所 を い う 。 ） に 宿 泊 す る 場 合 に は 、 前 三

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 宿 泊 手 当 は 支 給 し な い 。  

 

（ 転 居 費 の 算 定 方 法 等 ）   

第 十 九 条  条 例 第 十 六 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 方 法 と す る 。  

 

一  運 送 業 者 が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 複 数 の 運

送 業 者 に 見 積 り を さ せ 、 か つ 、 そ の 中 か ら 最 も 経 済

的 な も の を 選 択 す る と き に 限 り 、 当 該 運 送 に 要 す る

額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法  

 

二  旅 行 役 務 提 供 者 が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 前

号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 を 転 居

費 の 額 と す る 方 法  

 

三  旅 行 者 が 宅 配 便 又 は 自 家 用 自 動 車 若 し く は 道 路

運 送 法 第 八 十 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 業 と し て 有

償 で 貸 し 渡 す 自 家 用 自 動 車 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の を 利 用 し て 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 運

送 に 要 す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法  

 

２  前 項 の 算 定 に 当 た つ て は 、 条 例 の 規 定 に よ り 他 の 種  
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目 と し て 支 給 を 受 け る 費 用 そ の 他 の 県 費 に よ る 支 給

が 適 当 で な い 費 用 と し て 任 命 権 者 が 定 め る も の を 除

く も の と す る 。  

３  職 員 又 は 家 族 が 他 か ら 赴 任 に 係 る 旅 費 の 支 給 又 は こ

れ に 相 当 す る 金 額 の 支 払 を 受 け る 場 合 に は 、 前 二 項 の

規 定 に よ り 算 定 し た 転 居 費 の 額 か ら 当 該 支 給 又 は 当

該 支 払 を 受 け る 金 額 を 差 し 引 く こ と と す る 。  

 

（ 近 距 離 の 転 居 に 係 る 転 居 費 等 の 制 限 ）   

第 二 十 条  同 一 市 町 村 内 （ 東 京 都 の 特 別 区 の 存 す る 地 域

に あ つ て は 、 特 別 区 の 存 す る 全 地 域 内 ） に お け る 在 勤

公 署 の 変 更 に 伴 う 旅 行 に つ い て は 、 公 設 宿 舎 へ の 入 居

又 は 退 去 を 命 ぜ ら れ て 赴 任 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 転 居

費 、 着 後 滞 在 費 及 び 家 族 移 転 費 は 支 給 し な い 。  

 

（ 家 族 移 転 の 延 期 ）  （ 扶 養 親 族 移 転 の 延 期 ）  

第 二 十 一 条  条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 の 延 長

は 、 旅 行 命 令 権 者 が 任 命 権 者 の 承 認 を 得 て そ の つ ど 定

め る も の と す る 。  
第 十 四 条  条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 の 延 長

は 、 旅 行 命 令 権 者 が 任 命 権 者 の 承 認 を 得 て そ の つ ど 定

め る も の と す る 。  

 第 十 五 条  削 除  

 （ 着 後 手 当 ）  

 第 十 六 条  条 例 第 二 十 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 着 後

手 当 の 額 は 、 別 表 に 定 め る 額 と す る 。  

（ 退 職 者 等 の 旅 費 の 細 則 ）   

第 二 十 二 条  条 例 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 旅 費 と す る 。  

 

一  職 員 が 出 張 の た め の 旅 行 中 に 退 職 等 と な つ た 場

合 に は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 の 日 に い た 地 か ら

旧 在 勤 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費  

 

二  職 員 が 赴 任 の た め の 旅 行 中 に 退 職 等 と な つ た 場

合 に は 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 の 日 に い た 地 か ら

新 在 勤 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費  

 

（ 遺 族 の 旅 費 の 細 則 ）   

第 二 十 三 条  条 例 第 二 十 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 旅 費 と す る 。  

 

一  条 例 第 三 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合

に お い て 、 同 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る と き

は 、 次 に 掲 げ る 旅 費  

 

イ  職 員 が 出 張 の た め の 旅 行 中 に 死 亡 し た 場 合 に

は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 と 死 亡

地 と の 間 を 往 復 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費  

 

ロ  職 員 が 赴 任 の た め の 旅 行 中 に 死 亡 し た 場 合 に

は 、 イ に 掲 げ る 旅 費 の ほ か 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 職

員 が 死 亡 地 か ら 新 居 住 地 に 旅 行 す る も の と し て 計

算 し た 旅 費  

 

二  条 例 第 三 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支

給 す る 場 合 に は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居

住 地 か ら 帰 住 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅

費 （ 宿 泊 費 及 び 包 括 宿 泊 費 を 除 く 。 ）  

 

２  遺 族 が 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 旅 費 の 支 給

を 受 け る 順 位 は 、 条 例 第 二 条 第 六 号 に 掲 げ る 順 序 に よ

り 、 同 順 位 者 が あ る 場 合 に は 、 年 長 者 を 先 に す る 。  
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（ 証 人 等 の 旅 費 ）   

第 二 十 四 条  条 例 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 条 例 第 三 条 第 四

項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 行 す る 者 に 支 給 す る 旅

費 は 、 関 係 行 政 機 関 の 職 員 に つ い て は そ の 職 に お い て

受 け る こ と の で き る 旅 費 と し 、 そ の 他 の 者 に つ い て は

一 般 職 に 属 す る 職 員 の 例 に よ り 計 算 し た 旅 費 と す る 。

た だ し 、 旅 行 の 性 質 、 用 務 の 内 容 等 を 考 慮 し 旅 行 命 令

権 者 が 任 命 権 者 の 承 認 を 得 た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

 
（ 旅 費 の 調 整 ）  （ 旅 費 の 調 整 ）  

第 二 十 五 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 基 準 に よ り 旅 費 の 支 給 を 調 整 す る 。  

第 十 七 条  条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各

号 に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 に よ り 旅

費 の 支 給 を 調 整 す る 。  

一  旅 行 者 が 、 公 用 の 交 通 機 関 、 宿 泊 施 設 等 を 無 料 で

利 用 し て 旅 行 し た 場 合 に は 、 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、

そ の 他 の 交 通 費 又 は 宿 泊 費 を 支 給 し な い 。  

一  旅 行 者 が 、 公 用 の 交 通 機 関 、 宿 泊 施 設 、 食 堂 施 設

等 を 無 料 で 利 用 し て 旅 行 し た 場 合 に は 、 鉄 道 賃 、 船

賃 、 航 空 賃 、 車 賃 、 宿 泊 料 又 は 食 卓 料 を 支 給 し な い 。 

 二  鉄 道 旅 行 に お い て 、 当 該 用 務 の 性 質 又 は 緩 急 の 度

合 に よ り 急 行 料 金 を 支 給 す る 必 要 が な い と 認 め ら

れ る 場 合 に は 、 急 行 料 金 を 支 給 し な い 。  

 三  旅 行 者 が 、 旅 行 中 の 公 務 傷 病 等 に よ り 旅 行 先 の 医

療 施 設 等 を 利 用 し て 療 養 し た た め 正 規 の 宿 泊 料 を

支 給 す る こ と が 適 当 で な い 場 合 に は 、 当 該 療 養 中 の

宿 泊 料 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 は 支 給 し な い 。  

 四  長 期 間 の 研 修 、 講 習 、 訓 練 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る

目 的 の た め の 旅 行 で 、 当 該 旅 行 の 期 間 が 三 十 日 を 超

え る 場 合 に お け る 宿 泊 料 は 、 そ の 超 え る 日 数 に つ い

て 定 額 の 十 分 の 三 に 相 当 す る 額 を 定 額 か ら 減 じ た

額 に よ る 。  

二  新 た に 採 用 さ れ た 職 員 又 は 転 任 を 命 ぜ ら れ た 職

員 で 、 採 用 の 日 又 は 転 任 を 命 ぜ ら れ た 日 か ら 一 年 以

内 に 住 居 を 移 転 し な い 者 に は 、 転 居 費 及 び 着 後 滞 在

費 を 支 給 し な い 。 た だ し 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い

事 情 に よ り 、 そ の 期 間 内 に 住 居 を 移 転 し 難 い こ と に

つ い て 、 あ ら か じ め 任 命 権 者 の 承 認 を 得 た 者 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

五  新 た に 採 用 さ れ た 職 員 又 は 転 任 を 命 ぜ ら れ た 職

員 で 、 採 用 の 日 又 は 転 任 を 命 ぜ ら れ た 日 か ら 一 年 以

内 に 住 居 を 移 転 し な い 者 に は 、 移 転 料 及 び 着 後 手 当

を 支 給 し な い 。 た だ し 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事

情 に よ り 、 そ の 期 間 内 に 住 居 を 移 転 し 難 い こ と に つ

い て 、 あ ら か じ め 任 命 権 者 の 承 認 を 得 た 者 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な い 。  

三  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  条 例 第 三 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 「 別 に 定 め る 旅 費 を

支 給 す る こ と が で き る 」 場 合 は 、 任 命 権 者 が そ の つ ど

定 め る 。  

（ 旅 費 の 特 例 ）  （ 旅 費 の 特 例 ）  

第 二 十 六 条  条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 費 又 は

旅 費 と し て 支 給 す る も の に つ い て は 、 旅 行 命 令 権 者 が

任 命 権 者 の 承 認 を 得 て そ の つ ど 措 置 す る も の と す る 。  

第 十 八 条  条 例 第 三 十 一 条 に 規 定 す る 旅 費 又 は 旅 費 と し

て 支 給 す る も の に つ い て は 、 旅 行 命 令 権 者 が 任 命 権 者

の 承 認 を 得 て そ の つ ど 措 置 す る も の と す る 。  

（ 準 用 規 定 の 実 施 ）  （ 準 用 規 定 の 実 施 ）  

第 二 十 七 条  条 例 第 二 十 六 条 に 規 定 す る 外 国 旅 行 の 場 合

の 旅 費 の 支 給 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 職 員 と 同 様 の 職

務 を 行 う 国 家 公 務 員 等 に 対 す る そ の 取 扱 に 準 じ て 任

命 権 者 が そ の つ ど 定 め る 。  

第 十 九 条  条 例 第 三 十 二 条 に 規 定 す る 外 国 旅 行 の 場 合 の

旅 費 の 支 給 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 職 員 と 同 様 の 職 務

を 行 な う 国 の 職 員 に 対 す る そ の 取 扱 に 準 じ て 任 命 権

者 が そ の つ ど 定 め る 。  

（ 総 務 事 務 シ ス テ ム 等 に よ る 特 例 ）  （ 総 務 事 務 シ ス テ ム 等 に よ る 特 例 ）  

第 二 十 八 条  第 十 九 条 の 二  こ の 規 則 に お い て 定 め る 様 式 に つ い て 、
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総 務 事 務 シ ス テ ム 又 は 小 中 学 校 旅 費 シ ス テ ム に よ り

当 該 様 式 の 記 載 要 件 を 具 備 し た 帳 票 の 作 成 が 行 わ れ

る と き は 、 当 該 帳 票 を も つ て 当 該 様 式 に 代 え る こ と が

で き る 。  

総 務 事 務 シ ス テ ム 又 は 小 中 学 校 旅 費 シ ス テ

ム に よ り 旅 行 命 令 等 及 び 旅 費 の 請 求 を 行 う 場 合 に お

い て は 、 当 該 シ ス テ ム に お け る 所 定 の 手 続 を 行 う こ と

を も つ て 条 例 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 の

通 知 及 び 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 請 求 書 の 提 出

が あ つ た も の と み な す 。  

２  前 項 に 規 定 す る 総 務 事 務 シ ス テ ム に よ り 旅 行 命 令 等

及 び 旅 費 の 請 求 を 行 う 場 合 に お い て は 、 当 該 シ ス テ ム

に お け る 所 定 の 手 続 を 行 う こ と を も つ て 条 例 第 四 条

第 四 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 の 提 示 並 び

に 条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 請 求 書 の 提 出 が あ

つ た も の と み な す 。  

 （ 甲 地 方 の 範 囲 ）  

 第 十 九 条 の 三  条 例 別 表 第 一 の 備 考 に 規 定 す る 「 東 京 都 、

大 阪 市 、 名 古 屋 市 、 横 浜 市 、 京 都 市 及 び 神 戸 市 の う ち

知 事 が 定 め る 地 域 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 地 域 で 知 事

が 定 め る も の 」 は 、 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 四 号 ） 別 表 第 一 の 一 の 備 考

に 規 定 す る 甲 地 方 と す る 。  

（ 年 度 経 過 等 に よ る 区 分 ）   

第 二 十 九 条  移 動 中 に お け る 年 度 の 経 過 等 の た め 鉄 道

賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族 移 転 費 の

う ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分 を 含 む 。 ） を 区 分 し て 算 定

す る 必 要 が あ る 場 合 に は 、 年 度 の 経 過 等 の 後 に 最 初 の

目 的 地 に 到 着 す る ま で の 分 及 び そ れ 以 後 の 分 に 区 分

し て 算 定 す る 。  

 

第 三 十 条  （ 略 ）  第 二 十 条  （ 略 ）  

別 表 （ 第 十 六 条 関 係 ）  

移 転 後

に 入 る

住 宅 の

種 類  

旧 居 住 地 か ら 新 居 住 地 ま で の 路 程   

五 十 キ ロ メ ー ト

ル 未 満  

五 十 キ ロ メ ー ト

ル 以 上 百 キ ロ メ

ー ト ル 未 満  

百 キ ロ メ ー ト ル

以 上  

 

職 員 住

宅 又 は

公 舎 等  

宿 泊 料 一 夜 分 に

相 当 す る 額  

宿 泊 料 二 夜 分 に

相 当 す る 額  

宿 泊 料 三 夜 分 に

相 当 す る 額  

 

借 家 又

は 借 間

等  

宿 泊 料 二 夜 分 に

相 当 す る 額  

宿 泊 料 三 夜 分 に

相 当 す る 額  

宿 泊 料 四 夜 分 に

相 当 す る 額  

 

 備 考  こ の 表 に お い て 、 「 職 員 住 宅 又 は 公 舎 等 」 と は

職 員 の 住 居 の 用 に 供 す る た め 県 が 設 置 し 、 又 は 借

り 受 け た 住 宅 を 、 「 借 家 又 は 借 間 等 」 と は 赴 任 に

伴 う 住 所 又 は 居 所 の 移 転 の た め 職 員 が 新 た に 借 り

受 け た 住 宅 を い う 。  

別 表 第 一  請 求 書 に 添 付 す る 資 料 （ 第 九 条 関 係 ）   

 区 分  添 付 す る 資 料       

 一 鉄 道

賃  

条 例 第 九 条 第 一 項

第 一 号 に 掲 げ る 運

賃 （ 運 賃 の 等 級 が

区 分 さ れ た 鉄 道 に

よ る 移 動 に 限 る 。 ） 

運 賃 の 等 級 及 び 額 を 証 明 す

る に 足 る 資 料  

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

      

         

 条 例 第 九 条 第 一 項  そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る    
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第 二 号 か ら 第 六 号

ま で に 掲 げ る 費 用  

資 料 （ 急 行 料 金 に あ つ て は 、

旅 行 命 令 権 者 等 が 必 要 と 認

め る 場 合 に 限 る 。 ）  

    

 二 船 賃  条 例 第 十 条 第 一 項

第 一 号 に 掲 げ る 運

賃 （ 運 賃 の 等 級 が

区 分 さ れ た 船 舶 に

よ る 移 動 に 限 る 。 ） 

運 賃 の 等 級 及 び 額 を 証 明 す

る に 足 る 資 料  

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

  

  条 例 第 十 条 第 一 項

第 二 号 か ら 第 五 号

ま で に 掲 げ る 費 用  

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

 

 三 航 空

賃  

条 例 第 十 一 条 第 一

項 第 一 号 に 掲 げ る

運 賃  

運 賃 の 等 級 及 び 額 を 証 明 す

る に 足 る 資 料  

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

 

  条 例 第 十 一 条 第 一

項 第 二 号 及 び 第 三

号 に 掲 げ る 費 用  

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

  

 四 そ の 他 の 交 通 費  そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

  

 五 宿 泊 費  そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

第 十 七 条 第 二 項 各 号 に 該 当

す る こ と を 証 明 す る に 足 る

資 料 （ 条 例 第 十 三 条 た だ し 書

に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 以 下

こ の 表 に お い て 同 じ 。 ）  

  

 六 包 括 宿 泊 費  そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

そ の 移 動 に 係 る 交 通 費 の 内

容 を 証 明 す る に 足 る 資 料  

  

 七 転 居 費  そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

転 居 を 証 明 す る 資 料  

同 居 す る 家 族 で あ る こ と を

証 明 す る 資 料 （ 家 族 の 転 居 に

要 す る 費 用 を 含 む 場 合 に 限

る 。 ）  

条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定

す る 延 長 の 許 可 を 証 明 す る

に 足 る 資 料 （ 同 項 に 該 当 す る

場 合 に 限 る 。 ）  

  

 八  着 後 滞 在 費 （ 宿 泊 手 当

に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  

第 十 七 条 第 二 項 各 号 に 該 当

す る こ と を 証 明 す る に 足 る

資 料  

  

 九  家 族 移 転 費 （ 宿 泊 手 当

に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 

そ の 支 払 を 証 明 す る に 足 る

資 料  
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  移 転 を 証 明 す る 資 料  

同 居 す る 家 族 で あ る こ と を

証 明 す る 資 料  

第 十 七 条 第 二 項 各 号 に 該 当

す る こ と を 証 明 す る に 足 る

資 料  

  

 十  条 例 第 十 九 条 に 規 定 す

る 旅 費  

請 求 す る 種 目 に 相 当 す る も

の に 応 じ た 第 一 号 か ら 前 号

ま で に 掲 げ る 資 料  
退 職 等 の 事 由 を 証 明 す る 資

料  

所 定 の 期 間 内 に 帰 住 又 は 退

職 等 に 伴 う 旅 行 を し た こ と

を 証 明 す る に 足 る 資 料  

旅 行 中 に 退 職 等 と な つ た こ

と を 証 明 す る 資 料  

  

 十 一  死 亡 時 旅 費 請 求 書 に

よ り 請 求 す る 旅 費  

請 求 す る 種 目 に 相 当 す る も

の に 応 じ た 第 一 号 か ら 第 九

号 ま で に 掲 げ る 資 料  

職 員 の 死 亡 及 び そ の 死 亡 地

を 証 明 す る 資 料  

帰 住 を 証 明 す る 資 料  

遺 族 で あ る こ と を 証 明 す る

資 料  

  

 十 二  旅 費 損 失 請 求 書 に よ

り 請 求 す る 旅 費  

損 失 と な る 金 額 又 は 支 出 を

要 す る 金 額 を 証 明 す る に 足

る 資 料  

旅 行 命 令 等 の 変 更 、 条 例 第 三

条 第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及

び 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費

の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 の 死 亡 又 は 第 四 条 第 一

項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当

す る こ と を 証 明 す る 資 料  

同 居 す る 家 族 で あ る こ と を

証 明 す る 資 料 （ 転 居 費 の う ち

家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 又

は 家 族 移 転 費 に 相 当 す る も

の を 含 む 場 合 に 限 る 。 ）  

  

 十 三  旅 費 喪 失 請 求 書 に よ

り 請 求 す る 旅 費  

天 災 又 は 第 五 条 第 一 項 各 号

に 掲 げ る 事 情 に よ り 旅 費 額

を 喪 失 し た こ と を 証 明 す る

に 足 る 資 料  

喪 失 額 を 証 明 す る に 足 る 資

料  

  

 十 四  条 例 第 二 十 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 旅 費  

請 求 す る 種 目 に 相 当 す る も

の に 応 じ た 第 一 号 か ら 第 九

号 ま で に 掲 げ る 資 料  

条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規  
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  定 に 該 当 す る こ と を 証 明 す

る に 足 る 資 料  

  

別 表 第 二  旅 費 の 請 求 に 係 る 記 載 事 項 （ 請 求 書 ） （ 第 九

条 関 係 ）  

 

 区 分  記 載 事 項    

 出 張 旅 費 精 算 請 求 書 又 は 出

張 旅 費 概 算 請 求 書  

請 求 者 の 所 属 又 は 所 属 団 体

及 び 氏 名  

旅 行 日 ご と に 出 発 地 、 経 路 、

到 着 地 、 宿 泊 地 （ 宿 泊 し た 場

合 に 限 る 。 以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。 ） 、 種 目 及 び そ の 金

額  

請 求 年 月 日  

概 算 額 、 精 算 額 、 追 給 額 及 び

返 納 額 （ こ れ ら に つ い て は 、

概 算 払 に 係 る 旅 費 を 請 求 す

る 場 合 に 限 る 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ）  

  

 赴 任 旅 費 精 算 請 求 書 又 は 赴

任 旅 費 概 算 請 求 書  

請 求 者 の 所 属 又 は 所 属 団 体

及 び 氏 名  

旅 行 日 ご と に 出 発 地 、 経 路 、

到 着 地 、 宿 泊 地 、 種 目 及 び そ

の 金 額  

請 求 年 月 日  

概 算 額 、 精 算 額 、 追 給 額 及 び

返 納 額  

  

 死 亡 時 旅 費 請 求 書  請 求 者 の 住 所 、 死 亡 者 と の 続

柄 及 び 氏 名 並 び に 死 亡 者 の

所 属 及 び 氏 名  

請 求 額  

種 目 及 び そ の 金 額  

請 求 年 月 日  

  

 旅 費 損 失 請 求 書  請 求 者 の 所 属 及 び 氏 名 （ こ れ

ら に つ い て は 、 請 求 者 が 職 員

で あ る 場 合 に 限 る 。 ）  

請 求 者 の 住 所 、 職 員 と の 続 柄

及 び 氏 名 （ こ れ ら に つ い て

は 、 請 求 者 が 遺 族 で あ る 場 合

に 限 る 。 ）  

請 求 者 の 所 属 団 体 及 び 氏 名

（ こ れ ら に つ い て は 、 請 求 者

が 職 員 及 び 遺 族 以 外 で あ る

場 合 に 限 る 。 ）  

請 求 額  

種 目 及 び そ の 金 額  

損 失 事 由  

請 求 年 月 日  

  

 旅 費 喪 失 請 求 書  請 求 者 の 所 属 又 は 所 属 団 体

及 び 氏 名  
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  請 求 額  

喪 失 以 後 の 旅 行 に 必 要 な 旅

費 額 、 喪 失 を 免 れ た 旅 費 額 及

び 差 引 額  

喪 失 以 後 の 旅 行 に 必 要 な 旅

費 に つ い て 、 旅 行 日 ご と に 出

発 地 、 経 路 、 到 着 地 、 宿 泊 地 、

種 目 及 び そ の 金 額  

喪 失 事 由  
請 求 年 月 日  

  

 備 考   

一  旅 行 日 ご と に 記 載 す る 事 項 は 、 請 求 の 内 容 が 同

一 の 場 合 又 は 複 数 の 旅 行 日 に わ た る 旅 費 で あ る 場

合 に は 、 複 数 の 旅 行 日 を ま と め て 記 載 す る こ と が

で き る 。  

 

二  概 算 払 に 係 る 旅 費 を 精 算 す る 場 合 で あ つ て 、 当

該 精 算 額 が 概 算 払 に 係 る 旅 費 額 と 同 一 で あ る と き

は 、 出 張 旅 費 精 算 請 求 書 及 び 赴 任 旅 費 精 算 請 求 書

の う ち 、 出 発 地 、 経 路 、 到 着 地 、 宿 泊 地 、 種 目 及

び そ の 金 額 の 記 載 又 は 記 録 を 省 略 す る こ と が で き

る 。  

 

三  請 求 書 は 、 備 考 欄 を 設 け 、 旅 費 の 計 算 上 参 考 と

な る 事 項 を 記 載 又 は 記 録 す る こ と が で き る 。  

 

別 表 第 三  旅 費 の 請 求 に 係 る 記 載 事 項 （ 種 目 ） （ 第 九 条

関 係 ）  

 

 区 分  記 載 事 項    

 一 鉄 道 賃  条 例 第 九 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 、

同 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 料 金

及 び 同 項 第 六 号 に 掲 げ る 費 用 の 各 金 額 並

び に 合 計 金 額  

  

 二 船 賃  条 例 第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 、

同 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 料 金

及 び 同 項 第 五 号 に 掲 げ る 費 用 の 各 金 額 並

び に 合 計 金 額  

  

 三 航 空 賃  条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 運

賃 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 座 席 指 定 料 金 及

び 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 費 用 の 各 金 額 並 び

に 合 計 金 額  

  

 四  そ の 他 の 交

通 費  

条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 計 算 し

た 路 程 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 自 家 用 車

旅 行 を 行 つ た 場 合 に 限 る 。 ）  

条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に

掲 げ る 運 賃 及 び 同 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に

掲 げ る 費 用 の 各 金 額 並 び に 合 計 金 額  

  

 五 宿 泊 費  夜 数 及 び 金 額    

 六 包 括 宿 泊 費  夜 数 及 び 金 額    

 七 宿 泊 手 当  夜 数 及 び 定 額    

 八 転 居 費  金 額    

 九 着 後 滞 在 費  宿 泊 費 に 係 る 夜 数 及 び 金 額 、 宿 泊 手 当 に    
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  係 る 夜 数 及 び 定 額 並 び に こ れ ら の 合 計 金

額  

  

 十 家 族 移 転 費  第 一 号 か ら 第 七 号 ま で 及 び 第 九 号 の 例 に

準 じ た 記 載 事 項 、 合 計 金 額 並 び に 旅 行 人

員  

  

  

 第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で を 削 る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 第 四 項 に お い て 「 新 規

則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 職

員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 及 び 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三

重 県 条 例 第 三 十 九 号 ） 第 一 条 の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正 条 例 の 規 定 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 後 の 職 員

等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 。 以 下 こ の 項 及 び 第 四 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い

う 。 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権 者 が 新 条 例 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 す る 旅 行 及 び 新

条 例 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 決 定 す る 旅 行 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 改 正 条 例 の 規 定 に よ る

改 正 前 の 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 四 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 一 項 に 規

定 す る 旅 行 命 令 権 者 が 同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し た 旅 行 及 び 旧 条 例 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支

給 を 決 定 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 た だ し 、 施 行 日 前 に 旧 条 例 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行

命 令 権 者 が 同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 か つ 、 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権

者 が 新 条 例 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 当 該 旅 行 命 令 等 を 変 更 す る 旅 行 に つ い て は 、 新 規 則 の 規 定 は 、 当 該 旅 行

の う ち 当 該 変 更 の 日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て 適 用 し 、 当 該 旅 行 の う ち 当 該 変 更 の 日 前 の 期 間 に 対 応 す

る 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  新 規 則 第 二 十 二 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 退 職 、 免 職 （ 罷 免 を 含 む 。 ） 、 失 職 若 し く は 休 職

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 退 職 等 」 と い う 。 ） と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 退 職

等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 規 則 第 三 条 及 び 第 四 条 の 規 定 は 、 新 条 例 第 三 条 第 六 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 者 が 同 条 第 一 項 、 第 二 項 、 第

四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 旧 条 例 第 三 条 第 一 項 、 第

二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）  

５  三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 一 総 務 部 人 事 課 の 表 第 十 一 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

11 職員等の旅費に
関する条例（昭
和32年三重県条

例第46号）の施
行に関する事務 

1  職員等の旅費に関する条例施行規
則（昭和37年三重県規則第3号）第15
条の規定による航空機の利用の許可 

     ○      

 2  規則第24条ただし書の規定による
証人等の旅費の特例の承認 

     ○      

  3  規則第27条の規定による外国旅行
の場合の旅費の級等の決定 

     ○      

 （ 三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 改 正 ）  

６  三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 三 中 第 四 号 の 項 を 削 り 、 第 五 号 の 項 を 第 四 号 の 項 と し 、 第 六 号 の 項 か ら 第 十 二 号 の 項 ま で を 一 項 ず つ

繰 り 上 げ る 。  

 （ 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 改 正 ）  

７  三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 六 中 第 三 号 の 項 を 削 り 、 第 四 号 の 項 を 第 三 号 の 項 と し 、 第 五 号 の 項 か ら 第 十 号 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰

り 上 げ る 。  
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企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 職 員 旅 費 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 十 二 月 五 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 一 号  

   三 重 県 企 業 庁 職 員 旅 費 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 （ 三 重 県 企 業 庁 職 員 旅 費 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 企 業 庁 職 員 旅 費 規 程 （ 昭 和 三 十 六 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 旅 費 の 額 及 び 支 給 方 法 ）  （ 旅 費 の 額 及 び 支 給 方 法 ）  

第 二 条  職 員 等 に 対 し て 支 給 す る 旅 費 の 額 及 び そ の 支 給

方 法 に 関 し て は 、 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三

十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 規 定 を 準 用 す る 。  
第 二 条  職 員 等 に 対 し て 支 給 す る 旅 費 の 額 及 び そ の 支 給

方 法 に 関 し て は 、 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三

十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 規 定 を 準 用 す る 。 た

だ し 、 同 条 例 第 四 条 第 四 項 の 旅 行 命 令 書 等 及 び 同 条 例

第 十 三 条 第 一 項 の 請 求 書 の 様 式 は 、 別 に 定 め る も の と

す る 。  

 （ 三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

別 表 (1
)

の 表 第 十 一 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

11 三重県企業庁職
員旅費規程（昭

和 36 年三重県
企業庁管理規程
第 9 号）の施行

に関する事務 

管理規程第 2 条において準用する職
員等の旅費に関する条例施行規則（昭

和 37 年三重県規則第 3 号）の施行に係
る事務 

            

(1) 規則第 15 条の規定による航空

機の利用許可 

   ○         

 (2) 規則第 24 条ただし書の規定に

よる証人等の旅費の特例の承認 

   ○         

  (3) 規則第 27 条の規定による外国

旅行の場合の旅費の級等の決定 

   ○         

 （ 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 六 中 第 四 号 の 項 を 削 り 、 第 五 号 の 項 を 第 四 号 の 項 と し 、 第 六 号 の 項 か ら 第 十 一 号 の 項 ま で を 一 項 ず つ

繰 り 上 げ る 。  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 十 二 月 五 日  

                           三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 一 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

 別 表 第 一 (1
)

の 表 第 十 六 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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別 表 第 一 (1
)

の 表 第 十 八 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 一 (2
)

の 表 第 四 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

4 受取利息配当金  全額   全額   

別 表 第 一 (3
)

の 表 第 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 経費 報償費  全額  50 万円以
上 

50 万円未
満 

  

 消耗備品費  全額   全額   

 交際費  全額   全額   

 食糧費  全額  30 万円以

上 

30 万円未

満 

  

 光熱水費   全額   全額  

 燃料費  30 万円以
上 

30 万円未
満 

 30 万円以
上 

30 万円未
満 

 

 賃借料  30 万円以
上 

30 万円未
満 

 30 万円以
上 

30 万円未
満 

 

 通信運搬費   全額   全額  

 委託費  全額  5,000万円

以上 

5,000万円

未満 

  

 諸会費  全額  30 万円以
上 

30 万円未
満 

  

16 三重県病院事業庁
職員旅費規程（平成

11 年三重県病院事
業庁管理規程第 10
号）の施行に関する

事務 

1  管理規程第 2 条において準用する職員等
の旅費に関する条例（昭和 32 年三重県条例

第 46 号）第 4 条の規定による旅行命令（外
国旅行に限る。） 

○        

2  管理規程第 2 条において準用する職員等
の旅費に関する条例施行規則（昭和 37 年三

重県規則第 3 号）の施行に係る事務 

        

(1) 規則第 15条の規定による航空機の利用
の許可 

        

イ 課に係るもの    ○     

ロ 県立病院に係るもの       ○  

(2) 規則第 21条の規定による家族移転の延
期承認 

   ○     

(3) 規則第 24条ただし書の規定による証人

等の旅費の特例の承認 

   ○     

(4) 規則第 25 条の規定による旅費の調整         

イ 課に係るもの    ○     

ロ 県立病院に係るもの       ○  

(5) 規則第 27条の規定による外国旅行の場
合の旅費の級等の決定 

   ○     

18 三重県病院事業庁
会計規程の施行に
関する事務 

1  管理規程第 10 条第 3 号の規定による職の
指定 

○        

2  管理規程第 25 条第 2 項ただし書の規定に
よる納付金の指定 

 ○       

 3  管理規程第 33 条第 1 項の規定による不納

欠損処分の承認 

  ○  ○    

  4  管理規程第 37 条第 2 項の規定による経費
の指定 

 ○       

  5  管理規程第 120 条の規定による有形固定
資産の特別減価償却の決定 

  ○  ○    

  6  管理規程第 152 条の規定による予算の配

当 

  ○      

  7  管理規程第 154 条の規定による予算の流
用 

 ○       
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 交付金  全額  全額    

 補償金 100万円以
上 

100万円未
満 

 全額   下欄に掲
げるもの

を除く。 

 1億円以上 1億円未満  1億円未満   医療事故
に関する
もの 

 その他  30 万円以

上 

30 万円未

満 

 30 万円以

上 

30 万円未

満 

 

別 表 第 一 (4
)

の 表 第 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 一 (4
)

の 表 第 七 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 (1
)

の 表 第 十 六 号 の 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和

八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 十 二 月 五 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之  

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 二 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 一 中 第 四 号 の 項 を 削 り 、 第 五 号 の 項 を 第 四 号 の 項 と し 、 第 六 号 の 項 か ら 第 十 二 号 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰

り 上 げ る 。  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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2 公有財産
の交換、

公有財産
の寄附の
受納、公

有財産の
管理換及
び所属換 

負担付き 全額      

金額は、1
件当たり

の見積金
額をいう。 

その他  全額  全額   

7 物品の寄
附の受納 

負担付き 全額      
金額は、1
件 当 た り

の 時 価 又
は 評 価 額
をいう。 

その他  全額  全額   
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